
 …問合せ先  …申込み  …日時  …場所  …対象  …予約  …料金 緯…電話番号

　これまで、国民健康保険の保険証の更新につきましては、例年７月下旬ごろに役場保健福祉課・役場各

支所・各地区集落センター等において交付しておりましたが、今年度につきましては、郵送させていただ

きます。被保険者の皆様方におかれましては、予めご承知おき願います。

　現在お持ちの保険証の有効期限は、令和６年７月31日をもって終了となります。７月中に新しい保険証

を郵送しますので、令和６年８月１日以降は新しい保険証をご使用ください。
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○新しい保険証の有効期限は、令和６年８月１日から令和７年７月31日までの１年間です。

（ただし、期間中に75歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前日までとなります。

誕生日以降は、後期高齢者医療保険の保険証をお送りいたします。）

○保険証の発行が廃止される令和６年12月１日までは、加入や紛失等により交付が必要な場合は

再交付いたしますので、役場保健福祉課保険係までお申し出ください。

Ｐｏｉｎｔ

　来年度に予定されているマイナ保険証への移行にあたり、事前に保険者が把握している個人番号が、保

険証情報と間違いがないか確認する必要があります。そのため、７月中に新しい保険証をお送りいたしま

すが、その際に個人番号の下４桁を下図イメージのように併せてお知らせいたします。

　お持ちのマイナンバーカードや個人番号の通知カードに記載されている皆様の個人番号と相違がないか

お確かめください。

７月の保険証送付の際に個人番号の下４桁をお知らせしますのでご確認ください

　現在交付しております限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担軽減

認定証の有効期限は、保険証同様に令和６年７月31日までとなっておりま

す。令和６年８月１日以降もご利用を希望される方は、新しい保険証がお

手元に届いてから、役場保健福祉課または役場各支所へお申し出ください。

　なお、マイナンバーカードを保険証としてご利用いただきますと、限度

額適用認定証等の提示をしなくても、窓口で限度額以上の支払いが不要と

なります。

限度額適用認定証、
限度額適用・標準負担軽減認定証の更新について
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